
 

 

  

●募集期間：平成28年9月5日（月）～11月30日（水） 
※募集期間終了前に、受付を終了する場合があります。 

※随時選考会を実施し、事業の採択を行います。 

●対 象 者：次の①②に該当する事業者または団体 
①市内に活動拠点がある 

②原則、１年以上活動している 
※政治または宗教を目的とする事業者・団体は対象外です。 

●申込方法：下記の①～④の書類を、かたの産業元気プロジェクト推

進協議会事務局へメール、ファクスまたは持参にて提出。 

①商業活性化提案型事業補助金交付申請書 

②商業活性化提案型事業計画書（別紙１） 

③収支予算計画書（別紙２） 

④申請者の概要 
※申請書等は、ホームページ（http://katano.mypl.net/mp/sangyo_katano

/?sid=48092）からダウンロード、または交野市みんなの活力課で配布 

 

みみんんななののアアイイデデアアでで商商店店街街をを元元気気にに！！  

※原則、継続的に取り組み、自主的に実施する事業が対象。 

補助額 最大200万円 

補助対象経費の７５％を限度 

提案事業の申請先  

かたの産業元気プロジェクト推進協議会事務局（北大阪商工会議所内） 
TEL 080-9176-9263／FAX 072-841-0173 
Ｍａｉｌ kproject@kitaosaka-cci.go.jp.／ＨＰ http://katano.mypl.net/mp/sangyo_katano/ 
制度に関する問い合わせ先  

交野市地域社会部 みんなの活力課（交野市私部１－１－１） 
TEL 072-892-0121（代表）／Ｍａｉｌ minkatu@city.katano.osaka.jp 

 

生活に身近な商店街をもっと楽しく、もっと利用できるように、みんなのアイデア

を生かしてみませんか。 

 市内商店街と連携し、にぎわいや魅力をアップさせる提案をお待ちしています！ 

＝＝商商業業活活性性化化ププラランン２２次次募募集集開開始始＝＝  

商商業業活活性性化化提提案案型型事事業業  



 

 

 

【１次募集で採択された事業概要】 

 

テーマ：持続可能な商店街づくりのため、商店街と連携し、自

主的に取り組む商業活性化プラン 
※プランの提案においては、一過性にとどまらない集客力や魅力の向

上などの効果が期待できる取り組みであることに留意してください。 

 

 【ご注意！】 

 申請にあたっては、事業実施内容について、連携

予定の商店街と事前に調整の上、提出願います。  

《交野の商店街》   

交野駅前商店会、交野中央商店会、星田駅前商店会、

郡津駅前商店会、郡津商工会 

子ども達へ夢ある未来～ハロウィンパレード～ 
ハロウィン仮装パレードを交野駅前商店街を中心に開催。商店街の協力店舗に飾り付け

やイベントに協力してもらい、地域のお店を知ってもらい利用する機会とする。 

商店街組織力強化及び集客力向上事業 
 商業連合会の店舗紹介と割引サービスを掲載した冊子の配布、統一のオリジナルメッ
セージボードでお店 PRを行い、商店街として魅力を高める一体的な取り組みとする。 

Q  事業を企画するときに気をつけることはありますか？ 

A  この提案制度は、国の地方創生加速化交付金事

業です。そのため、地域の商業の活性化だけでなく、

「先駆性」を含むことが必要です。 

  この事業における「先駆性」とは、例年実施している

既存事業ではなく、今までに実施していない新たな事

業や取組を意味します。 

既存事業であっても、この提案制度を利用してより

発展的な事業とする場合には、「先駆性」が認められ

る場合があります。 

Q  事業提案の申請書を提出してか

らの進め方は？ 

A  毎月上旬ごろに、選考会を実施

します。選考会には提案者も出席

し、選考委員からの質問を受け

て、事業内容を説明してください。 

   選考会にて事業が採択されてか

ら、事業を進めてください。ただし、

協議・検討は可とします。 

   採択される前に、事業の一部で

あっても、すでに実施している場合

は提案として認められませんので、

ご注意ください。 

Q  どんな事業が提案できますか？ 

A  商業を活性化するため、商店街

の集客力を向上させる事業を提

案してください。 

提案についてのQ＆A 

募集事業内容 

Q  事業実施期間はいつまでですか？ 

A  平成２９年３月３１日までに、事業が完

了している必要があります。 


